
 

 
 

 

 

 

 

 

脱炭素社会の実現に向けては、大企業はもちろんのこと、市内企業の99.6％を占める中小企業の

皆様にも脱炭素化に取り組んでいただくことが重要です。 

令和６年６月に創設した脱炭素取組宣言は、すでに 5,000 者を超える事業者の皆様に宣言いた

だき、多くの方々に脱炭素化への関心・意欲をお持ちいただいているところです。 

このたび、こうした方々の実践的な取組を支援するため、公益財団法人横浜企業経営支援財団

（ＩＤＥＣ横浜）にて、新たに、21 人の「脱炭素経営アドバイザー（※）」による脱炭素化に向け

た伴走支援及び訪問支援をスタートします。 

 

※脱炭素経営アドバイザー： 事業者の脱炭素化に向けた取組を支援する専門家が、脱炭素化の 

戦略立案や、CO₂排出量算出、削減策の提案などを行います。 

脱炭素取組宣言を行い、脱炭素経営を推進する意欲がある市内事業者に対し、温室効果ガス排出

量の見える化の実践や、それに基づく削減計画の策定に向けた伴走支援を行います。 

【 対 象 者 】 横浜市内に事業所を有する脱炭素取組宣言を行っている事業者 

【 訪 問 数 】 年間 80 者（１者につき原則３回） 

【 支 援 内 容 】 

●CO₂排出量見える化作業の実践 

●ヒアリング等による現状把握及び課題抽出と方向性検討（提案） 

●CO₂削減計画の策定支援（提案） 

【 実 施 期 間 】 令和 7 年 5 月～令和 8 年 3 月（申込期間：令和 7 年 5 月～令和 7 年 12 月） 

 これから脱炭素化に取り組む事業者を訪問し、脱炭素取組宣言制度の紹介、自社の温室効果ガス排 

出量を見える化するためのセルフ診断の実施方法等についてのアドバイスを行います。 

【 対 象 者 】 横浜市内に事業所を有する脱炭素取組宣言の未宣言事業者 

【 訪 問 数 】 年間 400 者（１者につき１回） 

【 支 援 内 容 】 

●横浜市の施策紹介、脱炭素に関する基礎的情報の提供（必要に応じて） 

●脱炭素取組宣言制度の紹介（宣言方法、メリット等の説明含む） 

●CO₂排出量算出方法（セルフ診断実施方法）のアドバイス 

【 実 施 期 間 】 令和 7 年 5 月～令和 8 年 3 月（申込期間：実施期間と同じ期間） 

                                                   

【申込方法】 １.伴走支援、２.訪問支援ともにＩＤＥＣ横浜のウェブサイトから 

お申し込みください。 

URL：https://datsutanso.idec.or.jp 

令 和 ７ 年 ５ 月 ８ 日 
横浜市経済局中小企業振興課 
(公財)横浜企業経営支援財団 

記 者 発 表 資 料 

中小企業の皆様の脱炭素化に向けて 

取組実践のための伴走支援等を新たに開始します 

２ 訪問支援（脱炭素取組宣言の普及啓発及び排出量見える化のセルフ診断アドバイス） 

１ 伴走支援（排出量の見える化及び削減計画策定支援） 

【裏面あり】 

無 料 

無 料 

https://datsutanso.idec.or.jp/


 

 
 

【IDEC 横浜による脱炭素化支援概要】 

 

 

 

 

 

 

◆【参考１】ＩＤＥＣ横浜の脱炭素経営専門相談窓口のご案内 

脱炭素化の取組、補助金等の紹介やその申請サポート、自社の CO₂排出量・電気使用量を把握

するためのセルフ診断の支援等、脱炭素経営全般についてご相談いただけます。 

また、「伴走支援」「訪問支援」の詳細についても、まずは担当窓口へお問い合わせください。 
 
◎ 脱炭素経営全般に関する相談【公益財団法人横浜企業経営支援財団（ＩＤＥＣ横浜）】 

受付時間：平日 午前 9 時 30 分～午後 5 時 
（横浜市中区日本大通 11 横浜情報文化センター7 階） 

電話：045-225-3717 / ＦＡＸ：045-225-3738 

 

 

◆ 【参考２】「脱炭素取組宣言」とは... 

市内に事業所や拠点のある事業者（一般社団法人や NPO 法人を含む）を対象とし、脱炭素化

の第一歩として、身近な省エネなどを含めた脱炭素化に取り組むことを、横浜市ウェブサイト

上で宣言していただく制度です。 

※宣言フォーム入力の所要時間は５分程度、事業所単位・施設単位での宣言が可能です。 

【脱炭素取組宣言制度ウェブサイト（横浜市ウェブサイト）】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/ 

decarbonization/datsutansosengen.html 

ウェブサイト上の宣言フォームから宣言できます。 

右の二次元コードからもお進みいただけます。 

 
※本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 

 
 
 

お問合せ先 

（脱炭素取組宣言に関すること） 

横浜市経済局中小企業振興課長  松本 圭市  Tel 045-671-2575 

（伴走支援及び訪問支援に関すること） 

公益財団法人横浜企業経営支援財団 経営支援部長  久常 慎志  Tel 045-225-3713 

ステップ１【知る】 ステップ２【測る】 ステップ３【減らす】 

訪問支援 

CO₂排出量見える化の

セルフ診断アドバイス 

伴走支援 

見える化の実践及び 

削減計画策定支援 

専門相談窓口 

脱炭素化の取組等全般

についてのアドバイス 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html

